
り

◆内 容 ：  ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」､「精神・発達障害の特性」、
  （予 定）    ｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」等について

◆メリット ：  講師が紹介する様々な事例を通じて、精神・発達障害についての知識
   や一緒に働くために必要な配慮など短時間で学ぶことができます。

◆受講対象 ：  事業所単位の申込となり、一事業所あたり２名までご参加できます。

◆そ の 他  ：  精神・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、精神保健福祉士
    （有資格者）に相談できます。

ハローワークおたる（小樽公共職業安定所）

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講
により、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」の養成は、広く職場における精神障害、発達障害に関する
正しい理解の浸透を図り、精神・発達障害者にとって働きやすい職場環境づくりを推進し、「障
害者と一緒に働くことが当たり前」の社会になることを後押しすることを目的としています。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。 

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座

e-ラーニング版 を公開しています！

しごとサポーター eラーニング 検索「まず基礎知識を学びたい」という方はぜひご利用ください。

047-8609 小樽市色内1丁目10番15号
0134-32-8689(内線コード44＃)

申し込み！
電話かＷＥＢで

日時：2026年７月２８日（火）  14:00～15:00

 場所：ハローワーク小樽 ２階会議室

事業所への出前講座も
あります

ハローワークから講師が事業所に出向きます。また、精神・発達障害者
の雇用でお困りのことがあれば、ご相談をお受けいたします。

ご留意

ください

https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou01/otaru-supporter

令和８年度

開催のご案内！
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